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朝霞市「特認校制度」入学指定に関する取扱要領 

 
                                                           朝霞市教育委員会 
 
１  基本的な考え方 
    朝霞市内における小中学校の児童生徒の就学すべき学校は、朝霞市立小中学校の
通学区域に関する規則（昭和４４年７月１１日教育委員会規則第８号）によりその
居住地によって定められているが、小規模の学校で心身の健康増進を図り、体力づ
くりを目指し、豊かな人間性を培いたいという保護者の希望がある場合に、朝霞市
教育委員会が特別認定入学指定校（以下「特認校」という。）として指定する学校
に限り、一定の条件を付して入学を認めるものとする。 

 
２  法的根拠 
    就学すべき学校の変更は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第８
条の「教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した学校
を変更することができる。」旨の規定により扱うものとする。 

 
３  特認校 
    対象とする特認校は、次のとおりとする。 

朝霞市立朝霞第五中学校 住所：朝霞市大字宮戸1580番地 電話：048-471-2236 
 
４  入学の条件・定員の設定・申請の手続き等 
(1) 入学の条件 

①　朝霞市内に居住する生徒を対象とする。 
②　徒歩又は公共の交通機関を利用するなどし、６０分以内で通学可能な範囲と
する。 

③　入学の期間は、１年以上の通年通学に限る。夏季又は冬季などの一定の学期
に限定した短期間の入学は認められない。基本的な考えは入学から卒業まで。 

④　身体的状況が、通学区域以外の学校の通学に耐えられることを前提とする。
保護者の自家用車等での送り迎えは原則的に認めない。 

(2) 定員の設定 
新１年生５０人     新２年生２０人     新３年生２０人 

      特認入学の希望があった場合は、入学が制度の趣旨に即して適切かどうかを書
類によって判断する。また、入学希望者が募集人員を超えた場合は、原則、公開
抽選とする。ただし、学級編制見込数の状況を勘案し、募集人員を変更すること
ができるものとする。 

 (3)  申請の手続き 
①　入学の希望がある場合、保護者は、朝霞市教育委員会に「指定学校変更許可
願」を提出しなければならない。 

②　教育委員会は、「指定学校変更許可願」を受理した旨を特認校校長及び在籍
学校長に報告する。 

③　教育委員会は､申請等に基づき審査し、許可する場合は「指定学校変更許可
書」を保護者・特認校校長・在籍学校長に通知する。 

④申請の手続き等の運用に関しては、別途「中学校自由選択制」と同様とする。 
 (4)  保護者の協力 
      生徒が正規の通学区域を越えて通学することから、登下校時における安全の確

保及び生徒指導等に対する配慮が特に必要である。 
通学に際し保護者の送り迎えは原則として禁止しているので、学校の安全指導

等に対する保護者の理解と協力を必要とする。 
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５　自転車通学許可条件 
入学後に校長の許可を受け自転車通学ができるのは、朝霞第五中学校通学区域外

から通学する生徒とする。ただし、次の表に定める通学区域については、自転車通
学を許可することができない。 

 
附  則 

この要領は、公布の日（平成１５年１１月２０日）から施行する。 
　　附　則 
この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 
　　附　則 
この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

　　　附　則 
この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 
　　附　則 
この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 
　　附　則 
この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 
　　附　則 
この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 
　　附　則 
この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附　則 
この要領は、令和　４年９月１日から施行する。

 通　　学　　区　　域

 朝霞市立第三小学校の通学
区域であって朝霞第二中学
校の通学区域

浜崎４丁目１番～11番、13番・14番、 
大字浜崎１番地～213番地、219番地～280番地、 
651番地～683番地、田島1丁目11番、田島2丁目5番
11号～12号、田島2丁目17番・18番、大字田島全域
（101番地・238番地を除く）


